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第１章 プロジェクト枠組みの整理 

 

１－１ 現地関係機関への説明会 

 2003年 7月 9日にMIDAの各専門局（農村開発局、農業局、畜産局、植物防疫局）、MIDA県事

務所及び地方出張所、共同組合庁など現地関係機関に対して新規プロジェクトの説明会を開催し

た。2002 年 8 月から高橋専門家が中心となりパイロット展示圃場として活動してきたパソレアル

村の農民グループを午前中に訪問、午後は INA 敷地内の実証展示・研修圃場を見学した後、INA

にてプロジェクト概要の説明を行い、関係者間の意見交換を行った。 

 

(1) 展示圃場視察 

パソレアル村の教会で農民グループの参加者（男性 15名、女性 7名）の自己紹介の後、数

人が順次、グループの歴史、グループの目標（村落の栄養・経済状態の改善）、活動内容など

について説明した。関心をひくコメントとしては「水問題はあるが、自分たちの資源（土地、

労働力）を活用することで解決できる」、「他ドナーからの支援でトラクター供与などの例が

あるが故障すると修理できないのでそのような支援は不要」など。また、INA からの技術支援

に対して、「以前は化学肥料の問題点は感じていても具体的な代替案が不明だったが、化学肥

料に依存していた農法から自然農法に移行するための農業技術を学んだ」と高く評価。農民

グループからの説明終了後、農民の説明を受けながらコミュニティ内の共同展示圃場を見学

した。 

 

(2) プロジェクト概要の説明 

     高橋専門家の C/P のネルソン氏が新規プロジェクト案の位置付け、上位目標、プロジェク

ト目標、成果、活動、投入（日本国側及びパナマ国側）、実施体制及び展示圃場における今ま

での活動の経緯（選択基準、農村調査他）について説明した。続いて、質疑応答及びコメント

の時間が設けられたが、提案された新規プロジェクト案に対して大きなコメントは無く、合意

に至った。 

     今までの物的援助による農園プロジェクトは終了後に持続性がないという教訓から、出席

者全員が長期的な展望をもった普及の重要性を強調し、プロジェクトに対する期待が述べられ

た。午前中に展示圃場を見学したこともプラスに影響し、プロジェクトが提案している「農民

から農民へ」という普及方法が持続性の観点から高く評価された。  

なお、農村開発局からの各専門局とプロジェクトとの協力関係に関する質問に対し、プロジ

ェクト側より 1)パソレアル村のような展示圃場（3 カ所）を新たに開設するにあたり対象村

落選定のための情報提供、2)各専門局に蓄積された技術のノウハウの提供（情報提供及び展

示圃場における実演他）などが依頼され、各専門局の出席者も情報・ノウハウの提供に同意

した。 

     MIDA国際協力局の出席者は、プロジェクト実施前に環境インパクト調査を行う必要がある

ことを指摘したが、他のパナマ国側参加者から本プロジェクトが提案している（現在 INA が

推進している）普及技術は化学肥料を使用せず有機栽培や減農栽培など自然農法に基づく環境

に対する負荷が少ないもので調査不要と反論したが、最終的には MIDAの環境局が R/D署名
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前に環境インパクト調査を実施することで合意した。 
 

(3) 出席者リスト 

パナマ側出席者  

MIDA Dirección de Desarrollo Rural（農村開発局） 

Ing. Irán Antipara 副局長 

Licdo. José Bósquez  

Licdo. Fernando Gómez （農村経済部） 

MIDA Dirección de Agricultura（農業局） 

Ing. Nivaldo Vargas  副局長 
Ing. Sebastián Mirones 

MIDA Dirección de Ganadería（畜産局） 

Dr. Justo De Gracia  副局長 

MIDA Dirección de Sanidad Vegetal（植物衛生局） 
Ing. José Concha 

Ing. José García 

MIDA DICOI（国際協力局） 

Ing. Víctor Torres 

INA  

Dr. José Domingo Rodríguez  校長、 

Ing. Nelson Fernández  C/P 

Ing. Joel Canto  C/P 

Ing. José González  C/P 

Ing. Giselle Guevara  コンサルタント（事前評価調査実施） 

 

日本側出席者  

JICAパナマ事務所 

    甲斐 直樹 所長 

遠藤 浩昭 次長 

玉井 貴子 企画調査員 

カルロス サンブラーノ ナショナルスタッフ 

 

個別専門家 

高橋 貞雄 専門家 
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１－２ プロジェクト実施上の留意点 

(1) 物的支援プロジェクトの教訓 

プロジェクトからは最低限の資機材の投入と技術支援に止め、農民の自助努力を損なわない

ように留意する。また、プロジェクトは農民グループが農業技術のみでなく、展示圃場の運

営能力も向上可能な技術指導及びアドバイスを適宜行う。 

 

(2) 展示圃場候補地の選択 

展示圃場を 3県の 4カ所に開設、運営することで、異なる地域特性や自然条件およびMIDA

県事務所との協力のあり方などを分析し、モデルの汎用性を高めることを目的としている。 

なお、協力対象地域として貧困地図を基に郡レベルまでを選定している（本文 5-2参照）が、

郡の下の地区レベルではあまり地域間格差は存在しないが、郡レベルでは地域間格差が存在

するため、その点に留意して展示圃場の候補地を選択する必要がある。 

 

(3) 展示効果 

プロジェクトは、展示圃場につき、1)貧困指標、2)組織力のレベル、3)立地条件をクライテ

リアとして選択する。立地条件とは、周辺の村落が町に出かけるときにその村落を通過する

という条件である。例えば、INA が現在まで一年間活動を行っている展示圃場（パソレアル

村落）の場合、周辺に 20数村落が存在し、周辺村落から町に出る場合には必ずパソレアル村

落を通過する。 

この展示圃場の展示効果は、わざわざ見に行かなくても目に入ることから、能動的でないが

受動的な勧誘となる。また、同じ立場の農民が展示圃場を運営していることから、「自分たち

にもできる」という肯定的な受け取られ方が期待できる。 

 

(4) パナマ実施体制上の留意事項 

     行政機関の長（大臣）の権限が非常に強く「上意下達」が徹底しているため、案件形成や

事業実施にあたっては事前に大臣の了解を得ておくことが肝要である。また、省庁間の連携意

識が希薄なため、複数の機関から情報を収集したり実施を督促するなど、我が方が積極的に動

く必要がある。貧困対策の観点から、MIDA以外にも、大統領府、厚生省、国民福祉省や他ド

ナーが農村開発プロジェクト（農園づくり他）を実施しているので、プロジェクト対象地域で

活動しているこれらの機関とも定期的な会議を開き、活動の調整及び連携の強化を行う。 

 

１－３ 相手国との協議結果 

 プロジェクト関連機関、要請機関、プロジェクト・サイト対象予定地域の訪問・調査、MIDAと

の協議を踏まえ、協議議事録で以下の項目について合意した（詳細は付属資料 B参照）。 

(1) 名称（仮称）The Sustainable Agricultural Training and Extension Project in Rural Areas  
in the Republic of Panama 

 

(2) 協力の基本計画（案）（Annex1） 

 

 



Ⅱ－4 

(3) プロジェクト本部と対象地域 

   プロジェクト本部はエレラ県デヴィサ市内の INA 内に設置する予定である。プロジェクト

対象地域は、コクレ県オラ郡、エレラ県ラス・ミナス郡、ベラグアス県サン・フランシスコ

郡およびラ・メサ郡となる予定である。 

 

(4) 実施機関 

INAがプロジェクト実施機関となる。MIDA大臣がプロジェクトディレクターであるが、INA

校長がプロジェクトマネージャーとなる。 

 

(5) プロジェクト期間 

日本、パナマ両国のプロジェクト実施の準備が整えば 2004 年 1 月から 3年間の協力を実施

する。 

 

(6) 日本国側投入 

1) 長期専門家：3名 

（チーフアドバイザー/農業普及、農業研修運営・管理/参加型開発/業務調整） 

2) 短期専門家：2名/年（ジェンダー、有機農業など）。分野によっては第三国専門家活用 

3) 研修員受入： 

本邦研修「農業普及企画管理者」等 年間 2～4名 

第三国研修 年間 2～4名 

4) 機材供与 

5) 現地業務費 

 

(7) パナマ国側投入 

  1) 人員：INAスタッフ 5名、地方支所普及員 4名、秘書、運転手 など 

  2) 施設：プロジェクト事務所、INAの実証展示研修圃場 など 

  3) 予算措置 

 

(8) プロジェクト実施のための調整 

プロジェクト実施全体を通して、農牧開発省と PATRONATO（公共非営利団体）が実施中の

「持続的生産農園プロジェクト」のような他の協力プロジェクトとの調整のために必要な全

ての措置がとられることとする。 

 

(9) プロジェクト形成までの手順 

1) パナマ国側は R/D調印後 1カ月以内に JICAに対し、3年間の全協力期間に有効な日本側 

 長期専門家の正式要請書（A1フォーム）を提出する。 

  2) パナマ国側は 2003年 12月末までに JICAに対し、協力期間の初年度有効な機材供与の正   

    式要請書（A4フォーム）を提出する。 
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１－４ 実施協議に至るまで 

MIDAは JICA技術協力プロジェクトの C/P機関となる経験が皆無であったため、MIDAの国際

協力局担当者と行った R/Dの内容に関する打合せに時間を要した。 

なお、パナマ国側との R/D 案の合意形成後も農牧開発大臣の度重なる海外出張のためスケジュ

ール調整がかなわず、最終的に 2003年 12月 9日に農牧開発大臣とパナマ事務所長による R/D署

名が行われた。 

 

 



 

 
 
 
 

実施協議  
付 属 資 料  

 

 

1．合意議事録（Record of Discussions）（英文）  

 

2．協議議事録（Minutes of Meeting）（英文）  

 

3．メモランダム（Memorandum）（英文）  

 

4．実施計画案（Tentative Schedule of Implementation）（英文） 

 

5．合意議事録（Resumen de Discusiones）（西文）  

 

6．協議議事録（Minutas de Discusiones）（西文）  

 

7．メモランダム（Memorandum）（西文）  

 

8．実施計画案（Programa Tentativo de Ejecución）  

 
 

 
 

 

 
















































	Ⅱ　実施協議報告書
	第1章　プロジェクト枠組みの整理
	1-1　現地関係機関への説明会
	1-2　プロジェクト実施上の留意点
	1-3　相手国との協議結果
	1-4　実施協議に至るまで

	付属資料
	1.合意議事録（Record of Discussions）（英文）
	2.協議議事録（Minutes of Meeting）（英文）
	3. メモランダム（Memorandum）（英文）
	4.実施計画案（Tentative Schedule of Implementaion）（英文） 





